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東久留米市の新指定文化財について 

 

市教育委員会では市文化財保護審議会の答申を受け、６月６日(金)に新たに

１件の文化財を市指定文化財に指定しました。 

※今回指定された文化財は、常設展では公開されていません。 

 

■ 北原俊幸昆虫標本コレクション（天然記念物第２号） 

 

【指定日】 令和７年６月６日 

【所在地】 市郷土資料室 

【年 代】 １９５３年～２０１９年の期間に採集されたもの 

【員 数】 ６２５箱【 約４６,０００個体（３,１７０種）】 

 

【概 要】  

東久留米市文化財保護審議会委員でもある北原俊幸氏が１９５３年～２０１

９ 年の期間に採集した昆虫標本で、北原氏より市教育委員会に寄贈されたもの

である。昆虫標本は、収集者の好みに基づいて特定の種目の昆虫を集めたもの
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が一般的だが、本標本は、その地域で生息していた昆虫を選別せずに収集して

いる点が特徴。標本のおよそ半分は、多摩地域に生息していた昆虫で構成され

ており、その 70％程度は市内ではもう生息していない昆虫たちであることから、

この昆虫標本は、その時代に多摩地域で生息していた昆虫相を体系的に記録し

たものであると同時に、近年の環境破壊、地球温暖化、また外来生物の影響な

ど昆虫を取り巻く自然環境や社会環境の様々な変化を知ることのできる記録と

もなっている。 

また、多摩地域以外で採集された昆虫標本も、多摩地域の特徴を研究するた

めの比較資料として重要なものであることから、文化財としての価値が高いも

のである。なお、昆虫標本が指定文化財となっている事例は全国でも少なく、

貴重な事例である。 

 

 

■問い合わせ先  

  生涯学習課文化財係 電話０４２・４７２・００５１ 

 


